
 

モーダルシフト推進事業 補助金交付要綱 

 

令和６年 3月 21 日 港湾局長決定 

最終改正 令和８年４月１日 

 

 この要綱は、モーダルシフト推進事業の補助金の交付等について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）、神戸市補助金等の交付に関する規則（平成 27 年３月

神戸市規則第 38 号。以下「補助金規則」という。）に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第１条 この補助金は、貨物の輸送を委託する者である荷主企業及び貨物の輸送を実施する者である貨

物運送事業者に対して、神戸港を活用した船舶へのモーダルシフト（以下「補助対象事業」という。）

を行うものに市が補助することにより、低炭素型の物流体系の構築を図るとともに、物流分野の労働

力及び輸送力不足の改善を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 荷主企業とは、自らの事業に関して貨物を継続して貨物運送事業者に輸送させる者をいう。 

(2) 貨物運送事業者とは、貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、港湾運送事業者又は倉庫業者を

いう。 

 

（補助事業の対象者） 

第 3条 補助事業の対象となる者は、荷主企業又は貨物運送事業者とする。ただし、同じ補助対象事業に

ついて、荷主企業と貨物運送事業者のどちらか一方のみを対象とする。 

 

（交付の対象等） 

第 4条 市長は、予算の範囲内において補助事業の対象者に対して補助金を交付する。 

２ 補助金の交付対象や補助金の額等については、別表によるものとする。 

 

（交付申請） 

第 5 条 申請者は、補助金規則第５条第１項に基づき補助金の交付を申請するときは、次に掲げる書類

を市長に提出しなければならない。なお、書類の最終提出期限は、当該補助事業を実施する市の会計

年度の 12 月 28 日（当該日が、土曜日に当たるときはその前日の 27 日、日曜日に当たるときはその

前々日の 26 日）までとする。 

(1) 補助金交付申請書（様式第 1号および様式第１号別紙） 

(2) 会社概要・役員名簿（様式第 2号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 



 

（交付の決定） 

第 6条 市長は、補助金規則第６条による補助金の交付決定を行うときは、補助金交付決定通知書（様式

第 3号）により速やかに申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金規則第６条第３項による補助金の交付が不適当である旨の通知を行うときは、補助

金不交付決定通知書（様式第 4号）をもって申請者に通知するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第 7条 交付の決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定額からの増減を問わず、

補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助金交付決定内容変更承認申請書（様式第

5号および様式第５号別紙）を、補助事業を中止し、又は廃止するときは、補助事業中止（廃止）承認

申請書（様式第 6 号）を、市長に提出しなければならない。ただし、交付決定額に変更がない又は減

額となる場合で、軽微な変更については、この限りではない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であ

ると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第 7 号）又は補助事業中止（廃止）承

認通知書（様式第 8号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第 8条 補助事業者は、補助金規則第 15 条に基づき補助事業の実績を報告しようとするときは、次に掲

げる書類を、原則としてこの事業が完了した日から起算して 30 日を経過した日又は当該補助事業を

実施する市の会計年度の２月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、

第 5 条の交付申請において、既に同様のものを提出している場合、その書類の提出を省略することが

できる。 

(1) 補助事業実績報告書（様式第 9号および様式第９号別紙） 

(2) 補助事業輸送実績に関する証明書（様式第 10号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 

（交付額の確定） 

第 9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合、報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現

地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否

かを調査し、適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第

11 号）により、速やかに補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第 10条 市長は、前条の規定により交付額を確定した場合は、速やかに補助金を補助事業者に支払うも

のとする。 

 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第 11 条 市長は、補助金規則第 19 条による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速



 

やかに、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第 12 号）により当該補助事業者に通知するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付していると

きは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。 

 

（状況報告・広報への協力） 

第 12条 補助事業者は、当該補助事業の実施状況について、市長が報告を求めた場合、すみやかに事業

実施状況報告書（様式第 13 号）を作成し、市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、当該補助事業を実施した後の状況等について、市長が報告を求めた場合、必要な協力

を行うこととする。 

３ 補助事業者は、ホームページへの掲載等、市の広報において、当該補助事業の概要などを事例として

紹介することについて了承し、必要な協力を行うこととする。 

 

（関係書類・帳簿等の保存） 

第 13条 補助事業者は、本市に提出した書類及び当該補助事業にかかる関係書類・帳簿等を、当該補助

事業を完了し、又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（細目委任） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は港湾局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



 

別表 

補助対象事業 神戸港を活用し、国内における輸送を、船舶へのモーダルシフトに推進する事業を 

対象とする。 

申請期間 令和８年４月１日から令和９年 12月 25 日 

補助対象期間 令和８年４月１日から令和９年１月 31日 

※補助対象期間内に輸送が完了していること。 

補助額単価 次の表（以下「単価表」という。）のとおりとする。 

 区分 規格 単価 

トラック（単車） 全長 7m 以上 １台あたり 10,000 円 

トレーラー（シャーシ） 全長 7m 以上 １台あたり 10,000 円 

コンテナ ― １個あたり 10,000 円 

その他車両等（建設機械等） 全長 7m 以上 １台あたり 10,000 円 

補助金額 

 

(1)前年度に神戸港を活用し、船舶による輸送を行ったことがない場合、単価表に定

める金額を区分毎にそれぞれ乗じて得た額の合計額（以下「実績額」という。）。 

(2)前年度に神戸港を活用し、船舶による輸送を行ったことがある場合、実績額から、

前年度（令和７年４月１日から令和８年１月 31日）の輸送実績に基づく額（単価表

に定める金額を区分毎にそれぞれ乗じて得た額の合計額。以下「前年度実績額」とい

う。）を減じて得た額。 

 

なお、航路ごとに算出したものを合算する。ただし、補助金額は 200 万円を上限に、

予算の範囲内で措置するものとする。 

 (注)本補助金及び他の補助金との合計金額が、海上輸送費等モーダルシフトにかか

る経費の 1/2 を超えない場合のみ、本要綱の適用を受けることができる。 

補助金額の確定 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

(1) 実施後の実績により算定した補助金の額 

(2) 補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合は、変更後の額） 

備考 (1) 前年度に神戸港を活用し、船舶による輸送を行ったことがある場合、他航路の利

用も含め判断することとする。 

(2) １事業者１申請までとする。 

(3) 本市及び阪神国際港湾株式会社が実施する他の補助制度等の対象となる事業は、

本要綱の適用を受けることができない。 

 


